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第４章 健康課題と目的、目標 

１．日吉津村の健康課題 

日吉津村の健康課題               対策の方向性 

○健康課題１ 

生活習慣病を発症するリスクを 

 持った住民が多い。 

⇒ 

【生活習慣病予防のできる村づくり】 

住民が日吉津村全体の健康課題（間食、飲酒、 

 喫煙、運動の実態）を知り、地域ぐるみで健康 

 課題の対策に取り組む。 

生活習慣病やその予防対策（運動習慣等）につ 

 いて知る機会作り。 

介護予防意識の浸透。 

○健康課題２ 

健診（検診）未受診者の生活習 

 慣病の早期発見ができていな 

 い。 ⇒ 

【生活習慣病発症予防】

特定健診・がん検診受診の必要性を理解し、健 

 診（検診）を受診する人が増える魅力的な健診 

 作り。 

健（検）診受診率向上のための広報事業。 

未受診者への重点的な受診勧奨。 

生活習慣病発症時期を遅らせる取り組み。 

○健康課題３ 

医療にかかっているがコントロ 

 ール不良者の割合が高い。 
⇒ 

 ⇒

【生活習慣病の重症化予防】 

かかりつけ医と連携した、生活習慣病治療中の 

 者の生活習慣の改善。 

脳血管疾患・悪性新生物による死亡率を低下さ 

 せる。 

要介護状態になる時期を遅らせる。 

○環境整備  ○後発医薬品差額通知 

 ○医療費通知 
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【参考資料】 日吉津村の健康課題 

目  標 

心身ともに健康で活動的な７０歳を目指す！ 

健康寿命の延伸を目指し、脳血管疾患の死亡率低下に取り組み、健康で元気にい

きいきと暮らし続けることの出来る環境を整える。 
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２．保健事業の各目標・評価指標と実施計画 

○評価指標と実施計画 
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第５章 データヘルス計画と見直し 

１. 計画の評価 

計画期間の最終年度に、計画に掲げる目標の達成状況、事業の実施状況について調査及びデータ分析

を行い、実績に関する評価を行う。 

なお、保険運営の健全化の観点から日吉津村国民健康保険運営協議会において進捗状況を報告し、評

価指標の1つとする。 

２. 計画の見直し 

PDCA サイクルに沿った保健事業を展開するため、目標の達成状況及びその経年変化の推移について把

握し、社会的環境の変化等も加味した上で、必要に応じて計画の見直しを行う。 

３. その他

 （１）計画の公表・周知の方法 

  計画の推進に当たっては、被保険者の理解・協力を得ることが欠かせないことから、計画を村のホ 

 ームページに公表する。計画に変更等が生じた場合にも、その都度、村のホームページで周知を行 

 う。 

 （２）個人情報の保護 

 １） 基本的な考え方 

  保健事業で得られる個人情報は、次の法令等に定めるところに従い、適切に管理するとともに、職 

 務上知り得た秘密の保持について細心の注意を払う。 

 ・日吉津村個人情報保護条例（平成13年3月23日） 

 ・日吉津村個人情報保護条例施行規則（平成13年10月1日） 

 ２）利用の目的 

  保健事業で得られる個人情報は、保健指導や評価、分析のために利用する。 

 ３）目的外利用または第三者への提供 

  保健事業で得られる個人情報は、日吉津村の内部で利用（以下「目的外利用」という。）し、また 

 は第三者に提供（以下「外部提供」という。）してはならない。 

  ただし、次の①から④までのいずれかに該当するときはこの限りでない。 

  ①法令等の定めがあるとき。 

  ②本人の同意があるとき。 
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  ③人の生命、身体または財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

  ④当該目的外利用又は外部提供が所掌事務の遂行に必要なものであり、かつ、本人の権利利益を不 

  当に侵害するおそれがないと認められるとき。 

 ４）匿名化による利用等 

  保健事業で得られる個人情報を含むデータを目的外利用または外部提供する場合において、３）の 

 ①から④までに該当しない場合は、個人情報を匿名化して利用し、または提供する。 

 ５）委託する場合の保護措置 

  保健事業に関する業務を委託する場合は、個人情報の厳密な管理や、目的外利用の禁止等を契約書 

 に明記する。また、委託者は保健事業で得た情報を複写することなく、日吉津村に提出することにつ 

 いても契約書に定める。 

 （３）データの管理 

 １）データの保管期間 

  データの保管期間は、事業年度終了後から少なくとも5年間とする。 

 ２）電子データの安全管理 

  電子データは次に定めるところに従い、安全に管理する。 

  ・医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(平成17年3月厚生労働省) 

  ・匿名データの作成・提供に関するガイドライン（平成24年8月31日総務省） 

 （４）KDBシステムの取り扱い 

  保険者は、健康増進法（平成14年法律第103号）第6条の健康増進事業実施者として、「国民の健康 

 の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」（平成24年厚生労働省告示第430号）において、 

 特定健康診査その他の各種検診の実施主体間で個人の健康情報の共有を図るなど、健康増進事業実施 

 者間で連携を図り、質の高い保健サービスを効果的かつ継続的に提供することとされているほか、 

 「地域保健法第四条第一項の規定に基づく地域保健対策の推進に関する基本的な指針」（平成6年厚 

 生省告示第374号）、「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」（平成16年厚生労 

 働省告示第307号）において、衛生部局と連携しながら、被保険者の特性に応じた保健事業を効率的 

 かつ効果的に実施するこことされている。 

  KDB システムにより得られるデータについては、保険者における地域の健康課題の把握や疾病別医療 

 費分析の充実等による被保険者の特性に応じた効果的な保健事業の展開に資するものであり、衛生部 

 局における保健事業にとっても有益な情報であるため、部局間の連携を密にして有効に活用すべきで 

 あるという国の方針に従い、厳重に個人情報を保護・管理しつつ、保健事業のさらなる推進を図るため 

 に有効に活用していく。 
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